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個人住民税
（県民税・市町村民税）

特別徴収の事務手引き

兵庫県と県内すべての市町は、平成３０年度か

ら個人住民税の給与からの特別徴収を徹底し

ています

兵庫県・県内市町
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個人住民税について

 県や市町村などの地方公共団体は、私たちが豊かで健康な暮らしができるよう、福

祉・教育・消防・ごみ・公園・道路等日々の生活の広い範囲にわたり様々な仕事をし

ています。

 個人住民税は、私たちの日常生活に身近な関わりを持つ仕事のための費用を、住民

がその能力に応じて分担し合うという性格の税金で、言わば住民として暮らしていく

ために負担しなければならない会費のようなものとも言えます。

 個人住民税とは、市町村内に住所を有する個人に課税される県民税及び市町村民税

を合わせたもので、１月１日現在にお住まいの市町村で併せて課税、徴収される税金

です。

個人住民税の特別徴収のしくみ

 個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収義務者である事業主（給与支払者）

が従業員（納税義務者）に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引

きし、従業員（納税義務者）の住所地の市町村へ納入していただく制度です。（地方

税法第 321条の 4）
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１ 給与支払報告書の提出

１月１日現在において所得税の源泉徴収義務者である事業主（給与支払者）は、個

人・法人を問わず、原則、前年中に給与（給料・賃金、賞与など）を支払ったすべて

の者（給与所得者）について、給与所得者が１月１日時点でお住まいの市町村長に提

出しなければならないとされています。（地方税法第 317条の 6）

◎ 退職者、短期雇用者、アルバイト、パート、役員など給与をお支払いになった

すべての方について給与支払報告書を提出していただくようお願いします。

退職者については、前年中の給与支払額が 30 万円以下の場合、提出を省略でき

ることになっておりますが、適正課税のため、できる限り提出にご協力いただ

きますようお願いします。

なお、給与支払報告書の提出の際はぜひ eＬＴＡＸ（エルタックス）をご利用

ください。

 （１）提出先市町村

      給与支払報告書は、給与所得者（従業員等）の令和７年１月１日現在にお

ける住所地の各市町村に提出してください。

     中途退職者については、退職時の住所地の各市町村に提出をお願いします。

 （２）提出対象者

      令和６年１月から令和６年 12 月までに給与等を支払った方全員について、

提出してください。

     ※給与支払額が 2,000 万円を超え年末調整を行わない方や、個人で税務署

へ確定申告をされる方についても給与支払報告書の提出が必要です。

（３）提出期限

   給与支払報告書の提出期限は令和７年１月 31日（火）です。

  受付は随時行っています。期限直前は混み合いますので、早めの提出にご

協力ください。

（４）兵庫県内市町の提出・連絡先

      23ページをご参照ください。
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＜給与支払報告書（総括表）の記入について＞

 （市町村によって様式が異なります）

◆受給者総人員

  令和７年１月１日現在で給与の支払を受けている者の総人員（前年中の退職者を

除く）を記入してください。※兵庫県外の受給者も含めた総人員になります。

◆報告人員

  各市町への給与支払報告書を提出する人員（退職者を含む）を延べ人数で記入し

てください。※個人別明細書の枚数と報告人員の数が一致するか確認してください。

◆訂正が生じた場合

  提出後に内容の訂正が生じた場合は、個人別明細書の摘要欄に「訂正分」と朱書

きして、再度提出してください。

令和 年 月 日提出 （追加・訂正）

年 月分まで ・

人

人

〒 -

〒 -

- - ）

はい

はい

要納入書は必要ですか。 不要 （電話 -       -        ）

課 係 名

所在地
（フリガナ）

新
規

（電話

中途入社の方の前職分などは含んでいますか。 いいえ 関与税理
士等の氏
名及び電
話番号

摘要欄の記載に漏れはありませんか。 いいえ

連絡者の氏名及
び所属課係名並
びに電話番号

所 属

特別徴収税額の払込

みを希望する金融機

関

氏名 ４年度指定番号
（給与支払者番号）

名称

特別徴収関係書
類の送付先 給与の支払の方法

及びその期日
※送付先の新規設定・変更がある場合のみ記入

給与支払者が法人であ

る場合の代表者の氏名

税務署

人

提出市町村数

人
フリガナ

報
告
人
員

特別徴収（住民税を給与引去り）

所得税の源泉徴収

をしている事務所
又は事業所の名称 普通

徴収

退職者

乙欄等（給与引去りできない方と

して、普通徴収の理由を記載した
人数）※

同上の所在地

合計

所轄税務署

事業種目

フリガナ 受給者総人員 人

給与の支払期間 令和 月分から 提出区分 年間分 退職者分

給与支払者の法人番号
又は個人番号

給与支払者の名
称又は氏名

③給与支払報告書（総括表） A B 給与支払者番号

市町長 ※ ※ ※
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＜給与支払報告書のつづり方＞

 給与支払報告書の提出にあたっては、下記のとおり仕分けていただくようお

願いします。

＜普通徴収切替理由書について＞

 下記の a～dの特別徴収できない理由に該当する方がいる場合は、必ず「普通

徴収切替理由書」に人数を記入し、個人別明細書の摘要欄に特別徴収できない

理由の略号を記入してご提出ください。

また、eLTAX（エルタックス）、光ディスクで提出の際も、「普通徴収」欄への

チェックに加え、摘要欄に略号の記載をお願いします。

※個人別明細書摘要欄に略号の記載がない場合は、すべて特別徴収として取扱います。ただし、

記号 aの退職者や記号 dの乙欄該当者の場合は、個人別明細書の該当箇所に記載があれば、

摘要欄への普通徴収該当理由の記入を省略することができます。

a 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の５月末日までに退職予定の方

b 給与支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方

c 給与の支払が不定期（毎月支給されていない）な方

d 他の事業者から支給される給与から特別徴収されている方（乙欄）

※　アルバイト、パートだからという理由で必ず普通徴収となるものではありません！

◎普通徴収の対象は、下記a～dのいずれかに該当する方のみです。



- 7 -

普通徴収切替理由書（兼仕切紙）【兵庫県内市町の標準様式です】

給与支払報告書（個人別明細書）【兵庫県内市町の標準様式です】

市・町長あて 指定番号

事業所名

略号

a 人

b 人

c 人

d 人

人普通徴収合計人数

人数

　普通徴収として取り扱う給与受給者の人数と切替理由ごとの内訳は下記のとおりです。

退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者

給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方

給与の支払が不定期（毎月支給されていない）な方

他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)

普通徴収への切替理由（下記４項目以外の理由は不可）

普通徴収切替理由書（　兼　仕切紙）

７年
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２ 特別徴収義務者の指定

従業員に給与の支払をする事業主（給与支払者）のうち、所得税の源泉徴収義務の

ある事業主は、市町村から特別徴収義務者として指定され、従業員の個人住民税を特

別徴収（給与天引き）していただくこととなります。

（地方税法第 321条の４及び第 328条の５第１項）

事業主や従業員の希望で、特別徴収（給与天引き）か、普通徴収（個人納付）かを

選択することはできません。

＜普通徴収（個人納付）とは＞

 市町村から送付される納税通知書で個人が納付する方法です。年４回に分けて納付

していただくことになっています。

３ 特別徴収の対象になる従業員

前年中（１月１日～12月 31日）に給与の支払を受けており、令和７年４月１日現

在において、特別徴収義務者から給与の支払を受けている方。

（注１）パート、アルバイト、役員等を含むすべての従業員から特別徴収（給与天

引き）する必要があります。

（注２）前年中に他の事業主から給与の支払を受けた方も、４月１日に在職する場

合は特別徴収（給与天引き）が必要です。

４ 特別徴収税額の通知

市町は、特別徴収義務者である事業主（給与支払者）に毎年５月３１日までに「給

与所得等に係る市（町）民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」等を送付し

ます。事業主は通知を受け取った後、速やかに従業員に納税義務者用の税額決定通知

書を渡していただくようお願いします。

○特別徴収税額の決定・変更通知書（特別徴収義務者用）

  特別徴収義務者である事業主（給与支払者）の納入すべき特別徴収税額の月別

合計金額が記載されています。

  従業員（納税義務者）の特別徴収税額の明細を記載していますので、５年間大

切に保管してください。

○特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）

  従業員（納税義務者）に個人住民税の特別徴収税額を通知するためのものです。

個人のプライバシーに関するものですので、その取扱いに際しては、細心の注意

を払う必要があります。

○納入書（月ごとに１枚、計 12枚）※枚数等は市町により異なる場合があります。

○特別徴収関係書類（しおり、手引きなど市町によって名称は異なります）
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５ 特別徴収税額の天引き

「特別徴収税額の決定・変更通知書（特別徴収義務者用）」に、各従業員（納税義

務者）の特別徴収税額が記載されていますので、６月から翌年５月までの 12回に分

けて、毎月の給与の支払の際に当該月分の月割額を天引きしてください。なお、初回

の月割額は、端数処理等の取扱いにより、他の月分の月割額と異なることがあります。

６ 特別徴収税額の納入

特別徴収（給与天引き）した個人住民税の月割額の合計額は、徴収した月の翌月

10日までに同封の「納入書」によって納入してください。ただし、翌月 10日が土・

日曜日、又は祝日の場合は、その翌日が納期限となります。（地方税法第 321条の５）

 ※個人事業主が自身の住民税に対し口座振替の手続をされていても、特別徴収分は

引き落としされません。

 納期の特例（年２回の納入）

 給与の支払を受ける者が常時 10人未満の事業所は、申請により市町村長の承認を

受けることにより、毎月の納入から年２回の納入に変更することができます。その場

合、６月～11月の月分を 12 月 10日までに、12月～翌年５月までの月分を６月 10日

までに納入することになります。（地方税法第 321条の５の２）

※「常時 10人未満」かどうかは、繁忙期など一時的に雇用する者を除く従業員の数で判断します。

※この特例は「納期」に関する特例ですので、従業員の方の給与からは毎月天引きしてください。

※当該市町の徴収金の滞納があり、納入に支障が生じる恐れがあると認められる場合は、申請が認め

られない場合があります。

※承認後、給与の支払を受ける者が常時 10人未満でなくなった場合には、遅滞なくその旨及び必要な

事項を記載した届出書を市町長に提出しなければなりません。

※納期の特例申請書の様式については、14ページをご参照ください。

７ 特別徴収税額に変更があった場合

特別徴収税額を通知した後、従業員（納税義務者）による期限後申告や事業主（特

別徴収義務者）による給与支払報告書の訂正等により税額に変更が生じたときは「特

別徴収税額の決定・変更通知書（特別徴収義務者用）」により、変更後の特別徴収税

額を通知します。この場合は変更後の通知書によって以後の月割額を天引きの上、納

入してください。
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８ 従業員が退職等で異動した場合の手続

従業員（納税義務者）が退職・転勤等により、給与の支払を受けなくなった場合は、

次の手続きが必要です。

【ご注意ください】

 異動届出書の提出がないと、特別徴収義務者である事業主（給与支払者）の特別

徴収義務は継続され、納入がない場合は、督促状等をお送りすることがあります

のでご注意ください。

毎年1月1日以後に他市
町村へ転出した場合
は、転出先市町村へも
異動届出書を提出して
ください。

転出先の給与担当者に
連絡の上、「新しい給
与支払者（特別徴収義
務者）」欄に転勤先を
記入してください。

退職者からの申出
がない場合は天引
き不要
（普通徴収に切替）

Ｐ11の10参照

退職時に一括徴収
Ｐ11の10参照

転勤先にて特別徴
収を継続

従業員に改めて通知
し、従業員に直接納付
していただきます。

給与又は退職手当等の
支払の際に一括して天
引きしていただきま
す。

転勤先の事業主におい
て、引き続き天引きを
していただきます。

従業員の申出があれ
ば、一括徴収してくだ
さい。

退職後、5月31日までに
支払予定の給与及び退
職手当等の合計額を超
える残税額がある場合
に限り、普通徴収（個
人納付）への切替えと
なります。

転勤先の事業主に必
ず、月割額及び何月分
から天引きするか等を
連絡してください。

（※）5月1日から5月31日までの間に異動された場合も、異動届出書の提出が必要となります。

異動事由
時期

退職・休職など

転勤
（転職含む）６月１日～12月31日

の異動
１月１日～４月30日
の異動（※）手続等

異動届出書
の提出

Ｐ11の９参照

異動した月の翌月１０日まで

異動届出書様式のうち、「１月１日以降退職時までの給与支払額」欄、「控
除社会保険料額」欄、「一括徴収」欄にも必要事項をご記入ください。

異動翌月以降
の月割額の
天引き方法

退職手当等
に対する税額
Ｐ12の13参照

退職手当等の支払の際に天引きして、退職した年の１月１日
現在に従業員が居住する市町村に納入（天引きした翌月10日
までに）
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９ 異動届出書の提出

従業員（納税義務者）が退職・転勤等により、給与の支払を受けなくなった場合は、

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」（13ページ参照）を、異動

した月の翌月 10日までにご提出ください。

異動届出書の提出が遅れると、退職者等の税額が特別徴収義務者の滞納額となった

り、普通徴収への切替処理が送れ、従業員に対し一度に多額の住民税の納付義務を負

わせてしまう恐れがありますので、必ず期限内にご提出いただくようお願いします。

10 異動翌月以降の特別徴収税額の一括徴収

従業員（納税義務者）が退職・転勤等により、給与の支払を受けなくなった場合は、

次のとおり異動翌月以降の月割額の未徴収税額を、給与又は退職手当等からまとめて

天引きしていただきます。

（注）死亡退職の場合や、未徴収税額が５月 31日までの給与・退職手当等の合計額

を超える場合は、一括徴収ができませんので、普通徴収（個人納付）への切替え

となります。

   なお、一括徴収制度は、退職後の納税の負担等を考慮して設けられた制度です

ので、趣旨をご理解いただき、従業員（納税義務者）には一括徴収を推奨してい

ただきますようご協力をお願いします。

①６月１日～12 月 31 日の異動の場合

   従業員（納税義務者）からの申出がある場合は、未徴収税額をまとめて給与か

ら天引きしていただきます。

②１月１日～４月 30 日の異動の場合

従業員（納税義務者）からの申出にかかわらず、未徴収税額をまとめて給与か

ら天引きしていただきます。

 一括徴収した税額は、翌月 10日までに、他の従業員（納税義務者）の特別徴収税

額とあわせて納入していただきます。

11 新たに特別徴収する場合（普通徴収からの切替）

毎年４月１日現在の在職者は特別徴収が義務づけられていますが、４月２日以後に

雇用された従業員についても、年度途中で特別徴収に切替えることができます。

特別徴収に切替える場合は、「特別徴収切替依頼書」（15ページ参照）をご提出くだ

さい。



- 12 -

12 事業主（特別徴収義務者）の所在地等に変更があった場合

事業主（特別徴収義務者）の所在地等に変更があった場合には、「特別徴収義務者

所在地・名称変更等届出書」（様式は市町によって異なります）をご提出ください。

13 退職手当等に係る個人住民税の特別徴収

退職手当等に関する個人住民税は、所得税と同様に他の所得とは分離して計算し、

所得税の源泉徴収とあわせて、退職手当等から天引きし、納入していただきます。

納入していただく市町は、退職手当等の支払を受けるべき日（通常は退職日）の属

する年の１月１日現在における住所地の市町です。

＜退職所得に係る住民税額の計算方法＞

１ 退職所得の金額

（１）退職所得の金額＝（退職手当等の支払額－退職所得控除額）×１／２（※１）

（1,000円未満の端数切捨て）

（２）退職所得控除額の計算（※２）

 ①勤続年数が 20年以下の場合（※３）

  40万円×勤続年数（80万円に満たないときは、80万円）

 ②勤続年数が 20年を越える場合（※３）

  800万円＋70万円×（勤続年数－20年）

※１ 勤続年数５年以内の法人役員等については「１／２」は適用されません。

   勤続年数５年以内の法人役員等以外の退職金については、退職所得控除額を控除した残額の

   300万円を超える部分については「１／２」は適用されません。

※２ 退職手当等の支払を受ける者が在職中に障害者に該当することになり退職した場合、上記①

又は②の金額に 100万円を加算した金額が控除されます。

※３ 勤続年数は、１年未満の端数は切り上げます。

２ 特別徴収すべき税額の計算

 退職所得の金額に、市町村民税６％と県民税４％を適用して計算します。

※ 特別徴収すべき税額に、100円未満の端数がある場合は、それぞれの端数を切捨てます。

３ 納入の手続き

 退職手当の支払者は、特別徴収した税額など所要事項を退職所得に係る「市町村民

税・道府県民税納入申告書」（市町により様式は異なります）に記載し、徴収した月

の翌月 10日までに、その申告書を市町長に提出し、かつ申告した税額を同日までに

納入書により納入してください。

 また、退職者が役員等の場合は、退職所得に係る「特別徴収票」を市町にご提出く

ださい。
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＜各種届出書等の様式＞

○給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書（県内市町の標準様式）
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○特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書（県内市町の標準様式）
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○特別徴収切替依頼書（県内市町の標準様式）
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 令

和
　
　
年
度
分

  
 特

別
徴
収
切
替
依
頼
書
　
　
（
兵
庫
県

標
準
様
式
）

（ 特 別 徴 収 義 務 者 ）

給 与 支 払 者

法
人

番
号

特
別
徴
収
義
務
者

指
定
番
号

フ
リ
ガ
ナ

名
称

（
氏
名
）

連
絡
先

所
属

（
あ
て
先

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市

（
町

）
長

代
表
者
名

氏
名

令
和

年

円

氏
名

納
付
済
税
額

（
イ
）

令
和
　
　
　
年

度
分

-
提

出
電

話

月
日

所
在
地

（
住
所
）

郵
便
番
号

現
住
所

郵
便
番
号

-
差

引
徴

収
税

額
（

ア
）

－
（

イ
）

住
所

（
１
月
１
日
）

通
知
書

番
号

等
(市

町
村
に
よ
っ
て
名
称
が
異
な
り
ま
す

)

生
年
月
日

年
月

特
別

徴
収

（
給

与
差

引
）

月
分
か
ら
特
別
徴
収
し
、
納
入
し
ま
す
。

（
納

期
限
は

翌
月

1
0
日

で
す
）

期
ま
で

円

二
重
納
付
防

止
の
た
め
、
ご
本
人
あ
て
の
市
県
民
税

の
納
付

書
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

税
額
の
電
話
連
絡
が
必
要
な
場
合
は

備
考
欄
に
そ
の
旨
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

特
別
徴
収
開

始
月
は
、
特
別
徴
収

税
額
の
通
知
発
送
月

の
翌
月

給
与
分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

月
割

額
  

  
  

  
  
月

か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

　
　
　
翌

月
以

降
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

備
考

日
普
通
徴
収
税
額
の

口
座
振
替
該

当
有
無

有
　
　
・
　
　
無

備
考

（
注
）
納
期
限
を
経
過

し
た
普
通

徴
収
税
額
は

、
特
別

徴
収
で
き
ま
せ
ん
。

内 部 処 理 欄

年
税

額
円

給 与 所 得 者

フ
リ
ガ
ナ

年
税
額
　
（
ア
）

円

受
付
印



- 16 -

＜各種届出書等の記載例＞

【異動届出書】

○退職後、未徴収税額を一括徴収する場合
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○退職後、未徴収税額を普通徴収（本人納付）する場合
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【特別徴収切替依頼書】

○年度途中に特別徴収への切替を依頼する場合
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個人住民税の特別徴収に関するＱ＆Ａ

Ｑ１ 従業員本人から普通徴収の希望がある場合や、パートやアルバイトなどの従業員は特

別徴収しなくてよいですか。

Ａ１

地方税法及び各市町の条例の規定により、前年中に給与の支払を受け、４月１日において

給与の支払を受けている従業員は、特別徴収しなければならないとこととなっており、従業

員や事業者の希望で徴収方法を選択することはできません。パートやアルバイトなどについ

ても同様です。

ただし、次のような場合は特別徴収ができませんので、給与支払報告書提出時に「普通徴

収切替理由書兼仕切紙」を添付のうえ、個人別明細書摘要欄への略号（a～d）記載をお願い

します。

a 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の５月末日までに退職予定の方

b 給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方

c 給与の支払が不定期（毎月支給されていない）な方

d 他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)

Ｑ２ 特別徴収はどのような流れで行うことになりますか。

Ａ２

１．毎年１月末までに、従業員が１月１日時点でお住まいの市町ごとに給与支払報告書を

提出してください。

２．市町において個人住民税の税額の計算をします。

３．給与支払報告書提出後、４月１日現在で在籍しなくなった従業員等がいる場合は、４

月 15日までに異動届出書を、給与支払報告書を提出した市町に提出してください。

４．事業者に対して、従業員が１月１日時点でお住まいの市町から毎年５月３１日までに

「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。

５．特別徴収税額決定通知書には、６月から翌年５月までに徴収していただく住民税額（年

税額及び毎月の額）が従業員ごとに記載されていますので、毎月の給与から記載された

月割額を徴収（天引き）してください。

６．徴収（天引き）した個人住民税は、翌月 10日までに当該市町（又は金融機関・ゆうち

ょ銀行）に納入してください。

Ｑ３ 特別徴収した税額を毎月納入するのは面倒です。負担が軽減される方法はありません

か。

Ａ３

従業員が常時 10 名未満の特別徴収義務者は、申請により年 12 回の納期を年２回（６～11

月天引き分を 12/10 納入、12～翌５月天引き分を翌６/10 納入）とする特例があります。ご

希望される場合は、申請書をご提出いただき、市町で審査の上、特例を受けることの可否を

決定することとなります。
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また、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム（eLTAX）を利用した、地方税共

通納税システムにより、地方税の納税をインターネットを通じて行うことが可能です。

このシステムでは、地方公共団体や金融機関の窓口へ出向くことなく、一度の手続きで複

数の地方公共団体へ税の納付を行うことができるようになります。詳しくは eLTAX ホームペ

ージをご覧ください。

Ｑ４ ２ヶ所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらから特別徴収されますか。

Ａ４

２ヶ所以上の事業所に勤務している場合、給与所得全体を合算して計算した住民税額を、

いずれかの事業所で特別徴収することとなります。

Ｑ５ 新たに従業員が就職した場合、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることはでき

ますか。

Ａ５

対象となる従業員が事業者を通じて１月１日現在の住所所在地の市町に「特別徴収切替依

頼書」をご提出いただければ、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。

Ｑ６ 従業員が退職したのですが，特別徴収税額の残額の取扱はどのようにすれば良いので

すか。

Ａ６

従業員が年度途中に退職や休職により給与からの天引きができなくなった場合は、関係市

町に異動があった月の翌月 10日までに所定の異動届出書を提出してください。後日、特別徴

収税額の変更通知書をお送りします。

異動届出書の提出が遅れると、退職者等の税額が特別徴収義務者の滞納額となったり、普

通徴収への切替処理が遅れ、従業員に対し一度に多額の住民税の納付義務を負わせてしまう

恐れがありますので、必ず期限内にご提出いただくようお願いします。

なお、退職・休職者からの徴収方法については、次のとおり、退職等の日により取扱いが

異なります。

① ６月１日から 12月 31日までに退職等をした場合

特別徴収できなくなった残りの住民税額は、普通徴収に切り替わることとなり、従業

員が直接納付していただきます。

ただし、従業員から特別徴収の方法で一括徴収してほしいとの申し出があった場合は、

未徴収額を給与や退職金等から一括して特別徴収していただきます。

② 翌年１月１日から４月 30日までに退職等をした場合

特別徴収できなくなった残りの住民税額については、元の勤務先から５月 31日までに

支給される給与や退職金等が残りの税額を超える場合には、従業員から申し出がなくて

も、５月 31日までの間に支払いをする給与や退職金等から、一括して特別徴収により納

入していただく必要があります。（地方税法第 321条の５第２項）
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③ 死亡により退職をした場合

死亡された場合は、死亡した旨の異動届出書の提出をお願いします。

（市町から送付する納税通知書により、死亡された方の相続人に納付していただくこ

とになります。）

なお、退職金等の退職所得に対する個人住民税については、別途、税額計算と納入を行

う必要があります。

Ｑ７ 従業員が転勤した場合、どのような手続きをすればいいですか。

Ａ７

転勤により、給与支払者（特別徴収義務者）が変更になる場合、引き続き新勤務先でも特

別徴収を行う場合は、「給与所得者異動届出書」にその旨を記入のうえ、市町に提出してくだ

さい。

Ｑ８ 家族経営の会社で家族以外の従業員はいないので、特別徴収をしていませんでしたが、

特別徴収しなければなりませんか。

Ａ８

給与から所得税を源泉徴収している方が家族１名であっても、原則として会社が個人住民

税も給与から特別徴収しなければなりません。（地方税法第 321条の４及び各市町の条例）

Ｑ９ 特別徴収関係の届出を電子申告で行うことはできますか。

Ａ９

兵庫県内の市町は、全て eLTAX(エルタックス)を導入しており、給与支払報告書や異動届

出書を電子申告で行っていただけます。eLTAX に関しては、eLTAX のホームページ

（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご覧ください。

他府県についても、eLTAXによる給与支払報告の受付は全国の市町村で導入されています。

詳しくは従業員がお住まいの市町村にお問い合わせ下さい。

Ｑ10 事業不振のため、特別徴収した個人住民税を納期限内に納税できないのですが、どう

したらよいですか。

Ａ10

事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預り金であり、事業資金ではありませんの

で、必ず納期限までに市町に納入してください。
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Ｑ11 今まで特別徴収していなかったのに、なぜ、今更特別徴収しなければいけないのです

か。

Ａ１１

地方税法第 321 条の４及び各市町の条例の規定により、原則として、所得税を源泉徴収し

ている事業者は、特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならない

とされています。

したがって、今までもこの要件に該当する事業者については特別徴収をしていただく必要

がありましたが、それが徹底されていませんでした。

このため、兵庫県では、平成 30年度から全市町と連携して、個人住民税特別徴収の一斉指

定を徹底しているところです。

法令の規定に沿った適切な課税と徴収を行うため、ご理解とご協力をお願いします。

Ｑ12 従業員が少なく、新しい事務を増やす余裕はありません。

Ａ12

特別徴収は所得税の源泉徴収や、社会保険、雇用保険と同様に、従業員を雇用される事業

者が果たされるべき義務であり、手間や費用がかかるからといって、やらなくていいという

ものではありませんので、ご理解願います。

なお、個人住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収とは異なり、事業者が税額を計算した

り、年末調整をする手間はかかりません。市町が徴収（天引き）する税額を計算して事業者

に通知しますので、事業者は通知された税額を徴収（天引き）して納めていただくことにな

ります。

Ｑ13 特別徴収税額を納入しなかった場合どうなりますか。

Ａ13

 督促状が事業者宛てに発送されます。それでも納入に応じていただけない場合は、事業所

に対して滞納処分が行われます。また、従業員の方が納税証明書を取りに来られても発行が

できません。



- 23 -

兵庫県・県内市町お問い合せ先


